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会 長：ただ今から、平成３０年第１１回定例総会を開会いたします。 
    農業委員出席委員は８名中７名で、定足数に達していますので、総会は成

立しています。 
本日の議事録署名人に、３番と４番 を指名します。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 
初めに、日程第１、農地造成工事施工承認願の取下げについて、報告番号 
１２６号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いしま 
す。 

事務局：平成３０年第１０回寒川町農業委員会定例総会において継続審議になって 

いました、議案番号３４号農地造成工事施工承認願について、申請人より 
農地造成工事施工承認願取下書が提出され、平成３０年１１月７日付けで 
受理しましたので報告します。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告１２６号につい 

ては了承されたことといたします。 
    続いて日程第２農地法第３条の規定による許可申請について、議案番号３ 

５号及び３６号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願い 
します。 

事務局：（議案番号３５・３６号を朗読） 

(説明)当案件は、位置図にありますとおり田端の農業振興地域内の農地の２筆で 
す。当案件は、同じ田端で営農している譲受人に所有権を移転するもので 
す。譲受人の耕作状況につきましては、譲受人も含めた世帯４人で農業に 
従事しており、米、メロン、露地野菜を作付けしています。また、トラク 



 
 

 
 

ターやコンバイン、管理機を所有し、所有している農地をすべて効率的に 
耕作しております。自宅から当該地までの通作距離は約４００ｍで、徒歩 

で５分ほどです。また、耕作する農地の面積は寒川町農業委員会が定める 
下限面積である３０アールを超えており、今回の権利の移転による周辺農 
地への影響はありません。以上のことから、農地法第３条第２項各号には 
該当しませんので、許可条件のすべてを満たしていると考えられます。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の５番から農地法の観点から現地調査の結果並 
びに補足説明を、南部地区農地利用最適化推進委員から農地の利用集積の 
観点から調査の結果並びに補足説明をお願いするところですが、本日５番 
欠席のため、私から報告させていただきます。先日現地調査に行ったとこ 
ろ申請人が営農していることは確実であり、問題ないということを聞いて 
おります。続いて南部地区農地利用最適化推進委員から報告をお願いしま 
す。 

南部地区農地利用最適化推進委員：先日事務局と現地調査を行いました。譲受人は 
営農しており遊休農地化の恐れはないと思われます。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 
    ついて、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３５号及び３６ 
号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３５号及び３６号は原案のとおり許可書 

を交付することに決定いたします。 

    続いて日程第３農地法第４条の規定による許可申請について議案番号３ 
７号を上程するところですが、代理人より上程の延期の申し出がありまし 
たので、事務局より詳細の説明をお願いします。 

事務局：本日１１時頃代理人より連絡がありまして、許可申請書の添付書類である 
利用計画図を変更したいと申し出がありました。利用計画図変更後に審議 
する必要があるため来月へ延期についてご了承いただきたいと思います。 

会 長：事務局から説明がありましたが、議案番号３７号は次月に延期とさせてい 
ただきます。 
続いて日程第４非農地証明願について議案番号３８号を上程いたします。 
事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号３８号を朗読） 

(説明)当案件は、位置図にありますとおり宮山神社西側にあります農業振興地域 
内の１筆です。約５０年前に寒川神社の参拝者が増え始めたころに駐車場 
に転用してしまい現在に至っています。相談者は他の農転の調査で違反で 
あることが判明したため、本申請に至りました。当地は市街化区域から連 
たんしている第３種農地で、長い間駐車場として利用しているため農地へ 
の復元は不可能であり、また狭小な面積で、周辺の農地にも影響がありま 
せんので、非農地証明交付がやむを得ないとしました。 

会 長：続いて地区担当の１番から、現地調査の結果並びに補足説明をお願いしま 
す。 

１ 番：先日事務局と現地調査に行ってきました。現地は周辺住宅地で農地への影 
響はありませんので問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 
    ついて、発言のある方は挙手願います。 
３ 番：課税状況はどうですか？ 
事務局：雑種地課税です。 



会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３８号について、 
    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３８号は原案のとおり非農地証明書を発 

行することに決定いたします。 
    続いて、日程第５、農地造成施工承認願について、議案番号３９号を上程 

いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 
事務局：（議案番号３９号を朗読） 
 (説明)本案件は、位置図にありますとおり田端地区の農業振興地域内にありま 

す農地で現況は田です。所有者は、田を盛土して畑として使用、ネギ、キ 
ャベツ等を耕作することを希望しています。当該地北側と東側の農地所有 
者から同意書が提出されています。 

会 長：続いて、地区担当農業委員の５番から、現地調査の結果並びに補足説明を 
お願いするところですが本日欠席のため私が報告します。当地の周辺は暗 
渠管の埋設もなく、道路面よりも低い高さでの盛り土のため問題ないとの 
ことでした。これより、質疑に入ります。ただいまの説明について、発言 
のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３９号について、 

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
事務局長：総員挙手 
会 長：では総員挙手ですので、議案番号３９号は原案のとおり許可証を交付する 

ことに決定いたします。 
次に日程第６、農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出につい 
て報告番号１２７号から１２８号の２件、日程第７、農地法第５条第１項 
第６号の規定による転用届出について、報告番号１２９号から１３２号 
の４件、以上、一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いしま 
す。 

事務局：（報告１２７～１３２号を朗読） 
    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、 
    書類を受理いたしました。 
会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項に 
    ついては了承されたことといたします。 
    最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 
（特になし） 
会 長：では、以上をもって、平成３０年第１１回寒川町農業委員会定例総会を 

閉会いたします。 
 
 

資  料 １．平成３０年第１１回定例総会議案及び位置図 
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